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寄居町男女共同参画推進懇話会委員注１）が、男女共同参画を
テーマに、町内の様々な分野で活躍している女性代表として、衛
生委員の石川由美子さん、更生保護女性会の長谷河由喜江さんと
対談を行いました。

平倉地区衛生委員の石
川由美子さん。お子さ
んの幼稚園、学校にお
いて、PTA会長等を務
めるなど、地域で活躍
されています。

男女共同参画 について考えよう！！

寄居地区更生保護女性会員と
して、保護司と連携し、保護
観察処遇等の協力活動をされ
ている長谷河由喜江さん。
平成３０年３月から令和３
年３月まで寄居町ふるさと

サポーターとしても、
活躍されていました。

注１）町の男女共同参画推進プランに基づいて実施される町政全般の施策について、町民の意見を反映させ
るために設置されました。意見交換の結果を町長に報告したり啓発活動等を行っています。

・・・男女共同参画とは・・・

全ての個人一人ひとりが性別にとらわれず、互いに尊重し、自らの意思に基づき、社会のあらゆ
る場面で個性と能力を活かし、自分らしく輝ける多様性に富んだ豊かで活力ある社会をいいます。

家庭では

家族全員が互いに
協力し合って、家
事・子育て・介護
などを行っている。

子育てでは

子育て家庭にとって、
多様なサービスが活

用でき、安心
して子どもを

産み育てられる
環境が整っている。

学校では

一人ひとりの個性
や能力を伸ばす教
育が行われ、互い
の個性が尊重され
る。個人の能力と
適正に応じた進路
指導が行われる。

職場では

雇用においての男女の
均等な機会と待遇が確
保されている。男女共
に、育児休業や介護
休業がとりやすいなど、
仕事と家庭生活のバ
ランスのとれた職
場環境が実現し
ている。

地域では

自治会、PTAや自主
防災などの地域活動
において、性別を問

わず誰もが共に
参画し、住みよ

い地域づくりを
している。

介護では

必要に応じて、多様
な介護サービスが活

用でき、家族
が協力して介
護を行う。

https://flowerillust.com/html/etc/floral-frame00578.html


女性が様々な場面で
輝くには？

家庭、地域、職場でも自
分が正しいと思ったこと
をやりとげよう！

適材適所！それぞれの家庭に
あったライフスタイルを実現

するために家族にも協力
してもらうことが大切

年代や地域によって男性、女性
の見方に大きな差があると感じ
ました。今後私たちのような子
育て世代が上の方に訴え、また

下の世代にしっかりと
男女平等について伝え
ていくことが大切だと
思いました。

大屋委員増田委員豊田会長

男性の育児休業取得
についてどう思う？

昔は女性でも、育休は取
りにくかったけど、今は
男性でも取得できる雰囲
気になった

職場によって、取得状況
に偏りがあるので、国が
サポートしていかなくて
はいけないのでは…

実際に１年間取得してみ
たが、育児に参加できて
とても良かった！

男女共同参画
について

そもそも「男女共同参画」
という言葉自体が、女性を
別視しているのでは？

男性だから、女性だからとい
うことではなく、個々の人間
として良い方向に向かってい
くことが大切！

対 談 で 出 た 意 見

古くからある良い習慣は残し
て、時代に合わせた新しい考
え方を持つことが大事！

今の若い世代は平等が当たり
前。みんなで協力し合ってい
かないと生きていけない時代。

何かをする時に女性がためらっ
てしまう場合が多いと感じます。
男女が相互に協力し、家庭・職
場・生活を地域が後押しして、

様々な活動に積極的に
参加出来る仕組み作り
も大切だなと感じまし
た。

この度も対談形式にて30代か
ら世代ごとに５人の方々にテー
マごとにご意見を頂き、新鮮な
気持ちで、会が進み有意義な対

談が出来ました。
どうぞ皆様もご自分の
意見を交えながら読ん
で頂けたら幸いです。



ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、配偶者や恋人など親密な関係にある人から
ふるわれる暴力のことです。暴力は殴る・蹴るだけではありません。該当するものがないか
チェックしてみましょう。
また、子どもがいる家庭での夫婦間での暴力は子どもへの心理的虐待にあたり、子どもの

健やかな成長発達に多大な影響を及ぼすおそれがありますので絶対にやめましょう。

□身体的暴力
殴る、蹴る、物を投げつける、突き飛ばす、
刃物を振りかざすなど

□経済的暴力
必要な生活費を渡さない、仕事を無理やり辞め
させて経済的に弱い立場に立たせるなど

□精神的暴力
交友関係や毎日の行動を細かく監視する、「誰
のおかげで生活できるんだ！」「役立たず！」
等の暴言、何を言っても無視するなど

編 集：寄居町男女共同参画推進懇話会
発 行：令和5年3月 寄居町人権推進課

〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1 電話：048-581-2121 FAX：048-581-1366

DVの「暴力」ってどんなこと？

電話：＃８００８（＃はれれば）

※最寄りの相談機関につながります

電話：0570-070-810
月～金 8:30～17:15

電話：048-581-0110
緊急の場合は迷わず110番へ！

With Youさいたま
(埼玉県男女共同参画推進センター）

電話：048-863-6060
月～土 9:30～20:30
日･祝 9:30～17:00（年末年始を除く）

電話：048-600-3800
月～土 10:00～20:30（祝日・第3木曜日・年末年始を除く）

埼玉県婦人相談センター

女性の人権ホットライン
(さいたま地方法務局人権擁護課)

ＤＶ相談＋（プラス）

寄居警察署 生活安全課

ＤＶ相談ナビ

電話：0120-279-889（つなぐ はやく）

※24時間受付
SNS･メールでの相談 https://soudanplus.jp/
※メール相談 24時間受付
SNS相談 12：00～22：00

電話：048-581-2121 内線411・412
月～金 8:30～17:15（年末年始・祝日を除く）

寄居町 人権推進課

□性的暴力
望まない性行為の強要、避妊に協力しないなど

□子供を利用した暴力
子どもへの加害をほのめかす、子どもに被害者
が悪いと思わせるなど

DVに関する相談先


